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空間放射線量の測定結果
（単位 :マイクロシーベルト/h）

　防災安全課放射能対策室　 23-5144

測定日 測定場所
地表面から

1m
地表面から

0.5m

1月18日

市役所
第 2駐車場

0.06 0.06

松山総合支所 0.05 0.06

三本木総合支所 0.08 0.08

鹿島台総合支所 0.05 0.05

岩出山総合支所 0.07 0.07

鳴子総合支所 0.05 0.05

田尻総合支所 0.07 0.08

主な放射能測定結果 東日本大震災に係る

生活再建支援金（基礎支援金）

申請期限の再延長について

　震災により住家に甚大な被害を受けた世帯主に対し、被害程

度に応じて支給される基礎支援金について、家屋解体の状況や

岩手県・福島県での延長を踏まえ、宮城県内の全市町村の申請

期限が１年間延長となりました。

申請期限　平成 29年 4月 10日まで

申請場所　社会福祉課または各総合支所市民福祉課

対象　次のいずれかの世帯

住宅が全壊した世帯

住宅が半壊し、解体した世帯、住宅の敷地に甚大な被害が生

　じ、住宅を解体した世帯

災害による危険が続いて、住宅に居住できない状態が長期間

　継続している世帯（大崎市では該当なし）

り災証明書により、大規模半壊と認定された世帯

　社会福祉課地域福祉係　 23-6012

　機械・施設などの復旧経費の一部を支援します。

□ 内容

　農業用機械の再取得や修繕、農産物の生産に必要な

施設等の再建・修繕にかかる費用への助成

□ 要件

　被災証明を受けること、営農を継続することなど

□ 補助率（市 1/10・国 3/10）

　経費の 4/10 以内

□ 申込方法

　2 月 10 日まで、農林振興課または各総合支所地域

振興課に申し込んでください。

　経営再建を図るため、経費の一部を支援します。

□ 内容

①水稲・大豆次期作付種子購入助成事業

　おおむね 3 割以上被害を受けた米・大豆の販売農家

　などで、平成 28 年播
は

種用種子購入に要した経費

②野菜等生産供給確保対策事業

　被害を受けた野菜に対し、代替野菜の導入、草勢維持

　回復（肥料導入など）に要した経費

※対象品目：県園芸特産重点振興品目、農協共販品目

□ 補助率（市 1/3・県 1/3）

　経費の 2/3 以内

□ 申込方法

　2 月 19 日まで、農林振興課または各総合支所地域振

興課に申し込んでください。

　農地などの復旧事業費の一部を補助します。

□ 内容　

　①個別農家が建設業者などに委託して復旧した場合

　　委託経費の 1 割以内の額を補助（最大 10 万円）

　②農地保全活動組織の共同活動で復旧した場合

　　必要経費の 3 割以内の額を補助（最大 30 万円）

　※農地保全活動組織とは、行政区、実行組合、生産組

　　合、集落営農組織、多面的機能支払活動組織、中山

　　間地域等直接支払集落協定組織などとなります。

□ 必要なもの

　交付申請書、被災箇所位置図、収支予算書、見積書と

内訳書、被災状況写真

※すでに復旧が完了した人や復旧を業者に依頼した人

　も補助対象となります。書類をそろえて、農林振興課

　または各総合支所地域振興課に相談してください。

□ 申請方法

　2 月 29 日まで、農林振興課または各総合支所地域

振興課に申請してください。

被災農家の経営再建に対する支援
 農林振興課農業経営係　 23-7090

農業機械や施設などの復旧への支援
 農林振興課農業経営係　 23-7090

被害農地などの復旧に対する支援
 農林振興課農村整備係　 23-2318

9.11 豪雨 被災者支援情報 ■投票区の見直し

地域 見直し前 見直し後 増減

古川 38 32 － 6

松山 6 4 － 2

三本木 8 5 － 3

鹿島台 12 6 － 6

岩出山 12 6 － 6

鳴子温泉 18 9 － 9

田尻 変更なし
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